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土地収用法に基づく裁決申請及び明渡裁決の申立てについて（元麻布二丁目） 

 

１ 概要 

都市計画道路補助線街路第７号線及び補助線街路第１０号線の麻布運動場

から愛育クリニック前までの区間は、区立有栖川宮記念公園などの公共施設が

あり、バス路線にもなっていることから、歩行者の安全性や車両交通の円滑性

の向上、災害時の避難路の確保等を図るため、平成１４年６月７日に東京都か

ら事業認可を取得し、用地取得を進めています。 

区は、これまでに、本区間の事業期間を計７回延伸、計２２年延長し、本件

の土地所有者及び関係人に対し、平成１４年度から用地折衝を続けてきました

が、補償金額の折り合いがつかず、任意による用地取得は困難であるため、東

京都収用委員会に対し、土地収用法に基づく裁決申請及び明渡裁決の申立てを

行います。 

 

２ 裁決申請及び明渡裁決の申立てを行う土地 

  土地の所在（地番） 地目(現況) 地積（実測） 所有者 

港区元麻布二丁目１４２番２ 宅地 ９０．３０㎡ 個人 

 

３ 経緯 

昭和２１年４月２５日 都市計画決定（戦災復興院告示第１５号） 

平成１４年６月 ７日 事業認可取得（東京都告示第７６４号） 

平成１４年度      用地取得（３件） ２１２．９７㎡ 

平成１５年度      用地取得（１件） ２０２．６４㎡ 

平成１７年度      用地取得（２件） ４２７．５８㎡ 

平成１８年度      用地取得（２件） １６９．２５㎡ 

平成２０年度      用地取得（３件） １９６．３４㎡ 

平成２２年度      用地取得（１件）  ２６．１４㎡ 

平成２３年度      用地取得（１件） １５７．６９㎡ 

令和１１年３月３１日 事業完了予定 
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２ 

４ 事業用地取得の進捗率（面積）  

事業用地取得予定面積             １，４８２．９１㎡ 

事業用地取得済面積               １，３９２．６１㎡ 

今回申請予定の面積               ９０．３０㎡ 

今回申請及び取得後の面積（合計） １，４８２．９１㎡ 

今回申請及び取得後の進捗率（前回）      １００％（約９４％） 

 

５ 今後の予定 

   令和７年６月 東京都収用委員会へ裁決申請及び明渡裁決の申立て 

       ７月 公告・写しの縦覧（２週間） 

   令和７年８月 裁決手続開始の決定・審理 

  令和８年度  裁決 
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公図写 

対 象 地 

９０．３０㎡ 



凡例

事業認可区域

申請対象地

取得済事業用地

Ｎ
事業計画図

都市計画道路補助線街路第７号線

延長：約２３７ｍ 計画幅員：１５ｍ

都市計画道路補助線街路第１０号線

延長：約１２ｍ 計画幅員：６ｍ

 ５  
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１ 収用制度とは 

都市計画事業において、土地が必要になった場合、起業者（港区）が権利者（土地所有

者）と話し合い、合意の上で契約を結び、必要な土地を取得します。しかし、話合いによ

る契約ができない場合には、土地収用法による手続き（裁決申請）により、権利者に正当

な補償をした上で土地を取得することができる制度です。 

 

 

２ 裁決申請及び明渡裁決の申立てとは 

収用委員会に対して収用の裁決を求めるための申請です。 

裁決の申請には、起業者（港区）が土地の所有権を取得するための「裁決申請」と、建

物などを移転させて土地の明渡しを求める「明渡裁決の申立て」があります。 

 

 

３ 手続きの流れ 

参考資料 

（港 区） 


